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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
杜
市
長
か
ら
認
可
申
請
の
あ
っ
た
県
単
企
業
的
農
業
経

営
推
進
支
援
モ
デ
ル
事
業
江
草
地
区
の
換
地
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
同
十
二
月
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
笛
吹
川
左
岸
地
区
八
代
南
第
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

笛
吹
市
役
所

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

市
川
三
郷
山

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
字
豊
岡
笛
吹
川

二
三
七
・
〇
平
成
二
十
四

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
五
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
一
月
十
二
日

第
二
千
二
百
七
十
六
号

月　曜　日



梨
自
転
車
道

右
岸
堤
防
敷
地
先
か
ら

年
十
一
月
十

線

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
字
青
木
笛
吹
川

二
日

右
岸
堤
防
敷
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

平
成
二
十
四
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
四
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
五
年
二
月
十
六
日
（
土
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
池
田
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
立
大
学
池
田
キ
ャ
ン
パ
ス

三
　
試
験
の
種
類

１
　
一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

２
　
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

３
　
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四
　
受
験
資
格

学
歴
、
年
齢
及
び
性
別
を
問
わ
な
い
。

五
　
試
験
の
方
法
及
び
科
目

１
　
筆
記
試
験

（一）

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

（二）

基
礎
化
学

（三）

毒
物
及
び
劇
物
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

２
　
実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法

六
　
受
験
願
書
の
提
出
方
法

各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
（
支
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。））
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

山
梨
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六

番
一
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

七
　
受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
一
月
七
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、

書
留
郵
便
と
し
、
同
月
七
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と

す
る
。

八
　
提
出
書
類

１
　
受
験
願
書

２
　
住
民
票
（
本
籍
が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
発
行
日
か
ら
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。）

３
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
無
帽
、
上
半
身
像
、
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
を
願
書
の

写
真
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。）

九
　
受
験
手
数
料

一
万
五
百
円
（
受
験
願
書
に
一
万
五
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、

消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

十
　
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
（
火
）
午
前
十
時
に
県
庁
東
側
及
び
県
内
各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保

健
所
）
の
掲
示
板
並
び
に
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
受
験
番
号

で
発
表
す
る
。
ま
た
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

十
一
　
問
い
合
わ
せ
先

詳
細
に
関
し
て
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
四
九
一
）

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
玉
宮
地
区
街
道
端
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
四
年
十
一
月
六
日

実
施
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
春
日
居
第
一
地
区
熊
野
堂
第
二
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
四
年

十
一
月
六
日
実
施
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

六
五
六



平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
付
け
で
甲
府
地
方
法
務
局
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
準
点
測
量

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
及
び
二
丁
目
地
域

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
付
け
で
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
数
値
図
化
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
国
道
二
十
号
（
上
野
原
市
、
大
月
市
及
び
甲
州
市
）

国
道
百
三
十
九
号
（
富
士
吉
田
市
、
都
留
市
及
び
大
月
市
）

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

県

立

学

校

公

立

小

学

校

公

立

中

学

校

非
常
勤
の
教
育
職
員
の
手
当
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
林
　
　
　
　
　
久

非
常
勤
の
教
育
職
員
の
手
当
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

非
常
勤
の
教
育
職
員
の
手
当
支
給
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
二
、
七
八
〇
円
」
を
「
二
、
七
七
〇
円
」
に
、「
二
、
四
四
〇
円
」
を
「
二
、
四
三
〇
円
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
付
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
（
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
）

一
七
〇

上

二

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
ロ

○
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
付
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関

す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

一
七
〇
ペ
ー
ジ
下
段
終
わ
り
か
ら
八
行
目
か
ら
終
わ
り
か
ら
六
行
目
ま
で

「

「

一
・
五

短
大
卒

は
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